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〔要旨〕 平成 25年度より薬剤師国家試験においてドーピング禁止物質に関する問題が出題されるよう
になったが，すでに地域医療に従事している薬剤師がどの程度アンチ・ドーピングに関わってきたのか
明らかになっていない．そこで，本研究は薬剤師のアンチ・ドーピングに関する現状の課題を明らかにす
ることを目的とした．
2017年 5月 10日から 2017年 9月 20日の期間中，埼玉県内の地域薬剤師会が実施している研修会に

参加した薬剤師 847名を対象にアンケート調査を実施した．
スポーツファーマシスト（Sports Pharmacist：SP）を知っている薬剤師は全体の 71.4％で，SPを知ら
ない薬剤師は 28.6%であった．性別と公益財団法人日本薬剤師研修センター認定薬剤師の有無と学校薬
剤師認定の有無により SP認知度に有意な差は見られなかったが，年齢との間に関連がみられ（p＜0.01）
若年層のほうが SPを知っていた．学校薬剤師認定者と SPの間に関連はなかったが，学校薬剤師認定者
と SP認定保有歴との間に関連がみられた（p＜0.01）．禁止物質に関する質問に対応した経験がある薬剤
師は全体の 21％であった．「Global Drug Reference Online：グローバル DRO」については，16.4%の薬剤
師しか知らなかった．第 100回薬剤師国家試験に出題された問題を回答させたところ，SP以外の薬剤師
の正解率は，SPに比較し有意に低かった（p＜0.01）．
地域の最前線で働いている SP以外の薬剤師のアンチ・ドーピングに関する関心が低いと考えられた．

緒 言

2009年に日本では世界に先駆けてスポーツ
ファーマシスト（Sports Pharmacist：SP）認定制
度が発足した．SPは，公益財団法人日本アンチ・
ドーピング機構（Japan Anti-Doping Agency：
JADA）が定める所定の課程修了後に認定される
資格で，最新のアンチ・ドーピング規則に関する
知識を有する薬剤師である．平成 30年版厚生労働
白書では，「医療の高度化，医薬分業の進展などに
伴う医薬品の適正使用の推進といった社会的要請

に応えるため，質の高い薬剤師」が求められると
されている１）．アスリートに対する薬の適正使用の
推進，つまりアスリートが十分に薬剤を理解し納
得したうえで薬剤を服用できる環境づくりは薬剤
師でもある SPの重要な役割であると考えられ
る．平成 25年度から薬剤師国家試験においてドー
ピング禁止物質に関する問題が出題されており，
アンチ・ドーピングの知識は SPだけでなくすべ
ての薬剤師に必要と考えられる．現在，社会で活
動している薬剤師の大半は平成 25年度以前に薬
剤師となっており，薬学部教育においては十分な
ドーピング禁止物質の教育をうけていない薬剤師
もいる．多くのアンチ・ドーピングの専門家が競
技者２）や指導者３）を対象とした啓発活動の重要性や
薬学部学生４）への教育の機会の充実が必要である
と報告しているが，現在すでに地域医療に従事し
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ている薬剤師のアンチ・ドーピングに関する認識
と知識の実態は明らかではない．本研究は，埼玉
県の地域薬剤師会主催研修会に参加した薬剤師を
対象にアンケート調査を行い，薬剤師のアンチ・
ドーピング活動における現状の課題を明らかにす
ることを目的とした．

対象および方法

1．対象
埼玉県薬剤師会のもとには 37の地域薬剤師会
がある．今回の調査は各地域薬剤師会が実施して
いる研修会に参加した薬剤師を対象とした．
2．調査
埼玉県薬剤師会の了解を得たうえで各地域薬剤
師会に協力を依頼し，同意が得られた 25の地域薬
剤師会において薬剤師のアンチ・ドーピング活動
についてアンケート調査を実施した．調査は，研
修会開始前に無記名調査用紙を配布し研修会終了
後に回収した．2017年 5月 10日から 2017年 9
月 20日に，地域ごとに開催された研修会で調査を
実施した．調査当日の研修会の研修内容はアン
チ・ドーピングに関係したものではなく，研修会
は定期的に開催されているものであった．倫理的
配慮については，説明文書を配布しアンケートへ
の回答をもって協力の承諾が得られたとみなし
た．本研究は早稲田大学「人を対象とする研究に
関する倫理審査委員会」にて承認されている．
3．調査項目（図 1）
（1）対象者のプロフィール（質問 1から質問 4）
アンケート対象者の背景として，性別，年齢，
薬学部入学年度，学校薬剤師であるか否か，公益
財団法人日本薬剤師研修センター認定薬剤師（以
下認定薬剤師）であるか否かについて調査した．
（2）SPについて（質問 5から質問 8）
SP制度を知っていることを SPの認知とし，SP
の認知度と業務内容の理解度について調査した．
SPについて「A初めて聞いた」「B資格があること
は知っているが受講予定はない」「C受講予定」「D
資格を持っているし，これからも持ち続けたい」
「E資格を取ったことはあるが，失効した」の 5
つの選択肢を設けた．「C受講予定」「D資格を持っ
ているし，これからも持ち続けたい」を選んだ者
には質問 6でその理由を回答させ，「E資格を取っ
たことはあるが，失効した」を選んだ者には質問
7でその理由を回答させた．

（3）実務について（質問 9から質問 10）
禁止物質に関する質問に対応する時に必要とな

る「Global Drug Reference Online：グローバル
DRO」と「薬剤師のためのアンチ・ドーピングガ
イドブック」の認知度を調査した．「グローバル
DRO」は，アメリカ，カナダ，イギリスおよび日
本のアンチ・ドーピング機関が運営するオンライ
ン検索システムで，禁止物質か否かを確認できる．
「薬剤師のためのアンチ・ドーピングガイドブッ
ク」は，日本薬剤師会が作成した使用可能薬リス
トである．薬剤師のためのアンチ・ドーピングガ
イドブックは 2015年度まで「薬剤師のためのドー
ピング防止ガイドブック」という名称であった．
アンケートでは旧名称を使用した．
（4）禁止物質に関する質問に対応した経験（質

問 11から質問 12）
禁止物質に関する質問に対応した経験について

「ない」と「ある」の 2つの選択肢を設けた．「ある」
と回答した者を対象に，禁止物質に関する質問に
対応した際の情報収集のために使用したものにつ
いて調べた．回答は「Aグローバル DRO」「B薬剤
師会情報センター」「C薬剤師のためのアンチ・
ドーピングガイドブック」「D他（自由記述）」「E
何も使わなかった」の 5つの選択肢を設けた．「薬
剤師会情報センター」は，各都道府県薬剤師会に
設置されている会員薬剤師のための相談窓口で，
埼玉県薬剤師会ではドーピング禁止物質に関する
問い合わせのホットラインとしても設置されてい
る．
（5）アンチ・ドーピングに関する認識（質問 13

から質問 16）
薬剤師の実務とは直接関係しない，アンチ・
ドーピングに関する一般的な認識を調査した．
（6）地域保健活動について（質問 17から質問

18）
アンチ・ドーピング活動は，薬剤師が関わる地

域保健活動のひとつである．その他の地域保健活
動はアンチ・ドーピング活動のほかに感染症防
止，自殺防止，薬物乱用防止等である．地域保健
活動に対する理解度と参加の意欲を調査した．
（7）アンチ・ドーピングに関する知識
第 100回国家試験に出題された，アンチ・ドー

ピングに関する問題を解答させ，アンチ・ドーピ
ングに関する知識を調査した．無回答は，すべて
「不正解」とみなした．
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図 1 アンケート用紙

4．統計解析
統計処理は，Excelアドインソフト Statcel3（有
限会社社オーエムエス出版，埼玉）を用いた．回
答者の属性による回答傾向の比較は χ2検定を実
施した．年代別の回答傾向の比較と第 100回国家
試験問題の設問間の得点比較はMann-Whitney’s
U検定を行い，SPと SP以外の薬剤師の得点の比

較は Student’s t検定を行った．

結 果

（1）対象者のプロフィール（質問 1から質問 4）
調査用紙の回収数は薬剤師 847名であった（表
1）．同研修会に 37名の薬学部学生が参加してい
たが解析からは除外した．質問 2の薬学部入学年
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表 1　回答した薬剤師のプロフィール

性別 認定薬剤師認定 学校薬剤師認定 SP資格認定

男 女 不明 有 無 不明 有 無 不明 有 無 不明

人 326 513 8 565 262 20 194 649 4 28 808 11

n＝847

表 2　年齢ごとのSP認知率の比較

SP を
知っている

SPを
知らない

24 歳～ 29 歳［人（%）］ 128（96.2） 5（3.8）
30 歳～ 39 歳［人（%）］ 117（78.5） 32（21.5）
40 歳～ 49 歳［人（%）］ 117（73.1） 43（26.9）
50 歳～ 59 歳［人（%）］ 138（61.1） 88（38.9）
60 歳～ 69 歳［人（%）］  48（50.0） 48（50.0）
70 歳～ 80 歳［人（%）］  13（54.1） 11（45.6）

Z値 －8.5859
p ＜0.01

度は記載していない者が 177名（20.9％）いたため
解析から除外した．
（2）SPについて（質問 5から質問 8）
質問 5について，薬剤師のうち「A初めて聞い
た」239名（28.6%），「B資格があることは知ってい
るが受講予定はない」524名（62.3%），「C受講予
定」37名（4.4%），「D資格を持っているしこれから
も持ち続けたい」28名（3.4%），「E資格を取ったこ
とはあるが失効した」8名（1.0%），であった．「E
資格を取ったことはあるが失効した」を選択した
8名のうち， 7名（87.5％）が学校薬剤師であった．
SPの認知度を検討するため，Aと回答した者

を「SP未認知者」，B，C，D，Eのいずれかを回
答した者を「SP認知者」としたところ，「SP認知
者」は 597名（71.4%）「SP未 認 知 者」は 239名
（28.6%）であった．
性別と認定薬剤師の有無と学校薬剤師の有無に
より SP認知度に有意な差は見られなかった．SP
の認知度を各年代で比較すると，「SP認知者」の割
合は若年層のほうが有意に高かった（p＜0.01）（表
2）．
SP認定の有無と学校薬剤師との関連を調べた
ところ SP27名中 9名（33.3%）が学校薬剤師で
あったが，有意な関連はなかった（p=0.20）．D
と回答した者に Eと回答した者を加えた SP認定
保有歴の有る者はそれ以外の者と比較して学校薬
剤師認定者の割合が多かった（p＜0.01）（表 3）．

質問 6の SP認定取得の理由は，Aと回答した
者が 31名（48.4%），Cと回答した 者 が 28名
（43.8%）であった．質問 7の更新しない理由は C
と回答した者が 4名（66.7%）で最も多かった．質
問 8の SPの業務内容の理解度は Aと回答した
者は 39名，Bと回答した者は 215名であった．A
と Bを合わせると 254名（30.7％），Cと回答した
者が 285名（34.5％），Dと回答した者が 288名
（34.8％）であった．
（3）実務について（質問 9から質問 10）
禁止物質に関する問い合わせへの回答時に必要

になる「グローバル DRO」を知っている者は 138
人（16.4%）であった．グローバル DROを知って
いる者の割合は，認定薬剤師の有無（p＜0.05），学
校薬剤師認定の有無（p＜0.01），SP認定の有無
（p＜0.01）により有意な差がみられ認定薬剤師，学
校薬剤師，SP認知者のほうが高かった．「薬剤師の
ためのアンチ・ドーピングガイドブック」を「知っ
ている」者は Aを選択した者 290名（34.6％）と
Bを選択した者 171名（20.0％）を合わせて 461
人（54.9%）であった．
（4）禁止物質に関する質問に対応した経験（質

問 11から質問 12）
薬剤師が禁止物質に関する質問に対応した経験

は 178名（21％）があると回答した（表 4）．禁止
物質に関する質問に対応したことがあると回答し
た者は，男性（p＜0.01），学校薬剤師認定の有無
（p＜0.05），SP認定の有無（p＜0.05），SPの認知の
有無（p＜0.01）で有意差がみられ男性，学校薬剤
師，SP，SPを知っている者が高かった．禁止物質
に関する質問に対応した経験と年齢との間には関
連がみられなかった．禁止物質に関する問題に対
応したことが「ある」と回答した者に回数の調査
を試みたが本調査の質問のみでは不十分と判断し
解析から除外した．
禁止物質に関する質問に対応経験のある者のう

ち，情報収集時に参照した資料として最も多かっ
たのは「薬剤師のためのアンチ・ドーピングガイ
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表 3　SP認定者と学校薬剤師認定者との関係

SP 認定 SP認定保有歴

有 無 有 無

学校薬剤師認定 有［人（%）］  9（4.7） 182（95.3） 16（9.0） 182（91.9）
無［人（%）］ 18（2.8） 624（97.2） 19（3.0） 624（97.0）
χ2 値 1.709 9.973
P 0.19 0.01

n＝847

表 4　禁止物質に関する質問に対応した経験

対応経験

有 無

性別 男性［人（%）］  85（26.1） 241（73.9）
女性［人（%）］  84（16.5） 424（83.5）
χ2 値 1118.07
p p＜0.01

学校薬剤師認定 有［人（%）］  51（26.3） 143（73.7）
無［人（%）］ 125（19.3） 524（80.7）
χ2 値 4.466
p p＜0.05

認定薬剤師認定 有［人（%）］ 137（24.3） 428（75.7）
無［人（%）］  35（13.3） 227（86.6）
χ2 値 12.884
p p＜0.05

SP 認定 有［人（%）］  12（42.9）  16（57.1）
無［人（%）］ 161（19.6） 659（80.4）
χ2 値 12.884
p p＜0.01

SP 認知 認知者［人（%）］ 129（21.6） 468（78.4）
未認知者［人（%）］  44（18.4） 195（81.6）
χ2 値 8.992
p p＜0.01

年齢 24 歳～ 29 歳［人（%）］ 12（9.0） 121（91.0）
30 歳～ 39 歳［人（%）］  32（21.5） 117（78.5）
40 歳～ 49 歳［人（%）］  43（26.4） 120（73.6）
50 歳～ 59 歳［人（%）］  54（23.9） 172（76.1）
60 歳～ 69 歳［人（%）］  20（21.3）  74（78.7）
70 歳～ 80 歳［人（%）］  2（8.3）  22（91.7）
χ2 値 120.449
p ＜0.01

ドブック」であった（図 2）．
（5）アンチ・ドーピングに関する認識（質問 13

から質問 16）
質問 13における「ドーピングのイメージ」に関

する質問では，「フェアプレーの精神に反してい
る」684名，「アスリートの健康を害する」456名，
「スポーツ固有の価値を損ねる」341名であった．

質問 14における「意図的なドーピング」に対する
質問では，「少し理解できる」405名（48.0%）と最
も高く，479名（57.9%）が肯定的であったが，質
問 15においては「全く理解できない」452名
（53%）が最も高く，739名（89.1%）が否定的であっ
た．質問 16は，「専門家」の定義があいまいで，設
問が不適切と判断し解析からは削除した．
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図 2　禁止物質に関する質問対応時に利用したもの（利用人数）
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（6）地域保健活動について（質問 17から質問
18）

質問 17における「地域保健活動」に関する質問
では「全く理解していない」405名（47.8%），「少し
理解している」318名（37.5%）であった．質問 18
における「地域保健活動への参加の意欲」では「参
加したい」391名（46.1%）で，「あまり参加したく
ない」343名（42.6%）であった．学校薬剤師では
123名（65.1%），SPでは 24名（85.7%）が「参加
したい」と回答しておりどちらも資格認定者で有
意に高かった（p＜0.01）．
（7）アンチ・ドーピングに関する知識
総得点では 3点を取った薬剤師が最も多かっ

た．全回答者において問題 Aと問題 Bの得点は問
題 Bの得点が高かった（p＜0.01）．SPには問題 B
を間違えた者はいなかったが，SP以外の薬剤師で
は 8.5％が問題 Bを間違えた． SP28名の得点は，
SP以外の薬剤師 819名と比較し有意に高かった
（p＜0.01）．

考 察

（1）対象者のプロフィール（質問 1から質問 4）
埼玉県薬剤師会には薬局会員と個人会員あわせ
て 3160人の会員が所属しており，会員のうち SP
は 105名（3.3%）である（2017年 10月 31日現在）．
本調査においては薬剤師 847名中 28名が SPで
（3.4％），埼玉県全体とほぼ同率であり，本調査の
対象に大きな偏りはないと考えられる．

（2）SPについて（質問 5から質問 8）
SPの認知度は全回答者 847名中 597名（71.4%）
であった．厚生労働省への届け出薬剤師数は 30
万人以上で，国民 10万人あたり 237人である（平
成 28年 12月 31日）５）．他方，平成 28年度中央競
技団体への登録競技者数は 525万人で６），SPは
8711人（2018年 4月 2日）なので７），スポーツ競
技者 10万人あたり SPは 160人以上になる．SP
認定制度は 2009年に発足し，薬剤師の 7割から認
知され，SP取得者も十分に増加している．
学校薬剤師認定者と SP認定保有歴との間に有

意な関連があった．平成 20年度には学校保健法が
学校保健安全法に改訂された．以前の学校薬剤師
の主な役割はプールのバクテリアの測定や校庭の
化学物質汚染の調査等の学校環境衛生の保持で
あったが８），改訂後は学校薬剤師の役割は拡大し
「くすり教育」に関わることが求められるように
なった９）．平成 24年度には高等学校学習指導要領
が改訂され，体育理論においてアンチ・ドーピン
グを指導する事がもりこまれた．中学校では平成
24年度，高等学校では平成 25年度より，学校教育
において「くすり教育」が開始された．アンチ・
ドーピング指導者である教諭から相談を受けやす
い学校薬剤師から関心が高まったと考える．「くす
り教育」は，セルフメディケーションの推進に必
要不可欠な授業である１０）．ドーピングは薬の適正
使用から外れる行為である．学校薬剤師の代表的
な活動に薬物乱用防止があり，ドーピングはス
ポーツにおける薬物乱用とも考えられ，学校薬剤
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師と SPの活動には共通する部分があると考え
る．
SPの活動の場として，中央競技団体における活
動が報告されている１１）が，それ以外に，学校の「く
すり教育」においてもより積極的な責任を果たせ
ると期待される．
（3）実務について（質問 9から質問 10）
「グローバル DRO」と「薬剤師のためのアンチ・
ドーピングガイドブック」の認知度は高くなく，
周知が必要であると考えられた．
（4）禁止物質に関する質問に対応した経験（質

問 11から質問 12）
2003年に国体でドーピング検査が開始され，
ドーピング検査対象者の大幅な増加に伴い薬剤師
へのアンチ・ドーピング相談数が増加したと考え
られる．埼玉県では 2004年度に国体が実施され
た．ドーピング禁止物質に関する質問に対応した
経験を有する薬剤師は 178名（21.0％）であり，少
ない数ではない．SPだけでなくすべての薬剤師が
アンチ・ドーピングの知識を備えておくべきであ
ると考えられる．禁止物質に関する質問に薬剤師
がいかに対応したかについては，今後より詳細な
調査が必要である．
（5）アンチ・ドーピングに関する認識（質問 13

から質問 16）
「意図的にドーピングを手伝う医師・薬剤師・
看護師」には否定的で，多くの薬剤師が倫理観を
持っていると考えられるが，「意図的なドーピング
をしてしまうスポーツ選手」には肯定的な回答が
多く，アンチ・ドーピングの本質の理解が不足し
ていると考えられた．
（6）地域保健活動について（質問 17から質問

18）
学校薬剤師認定取得者と SP認定取得者には，
ともに地域保健活動への意欲が高いという共通性
があることがわかった．学校薬剤師の業務の 1つ
の「くすりの教室」実施のためにはアンチ・ドー
ピングの基礎的知識が必要であるが，SP認定自体
は必要としないため SP認定を失効する者がいる
（質問 5）と考えられる．
（7）アンチ・ドーピングに関する知識
禁止物質に対する質問への回答時には，グロー
バル DROや薬剤師のためのアンチ・ドーピング
ガイドブック等を利用して確認することになる
が，基礎知識として正しいアンチ・ドーピングの

知識も必要である．SPの得点は学生や SP以外の
薬剤師よりも高く，アンチ・ドーピングの知識を
持っていることが確認された．しかし，SPの中に
はアンチ・ドーピングの知識問題で 4点を獲得で
きなかった者が 28名中 21名（75.0%）おり，今後
は SPの質を高めるための検討も必要である．SP
以外の薬剤師には難易度の低い B問題を間違え
た者がおり，SP以外の薬剤師を対象としたアン
チ・ドーピング教育活動の必要性が示唆された．

結 語

本研究により，SPに限らず薬剤師では禁止物質
に関する質問へ対応する機会が少なくないことか
ら，アンチ・ドーピングに関する知識は SPだけ
でなくすべての薬剤師に必要であることが明らか
になった．SPはある程度のアンチ・ドーピングの
知識を持っているものの，知識の向上や SP認定
継続に課題が残っている．

利益相反
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〔Abstract〕 The Sports Pharmacist (SP) Certification Program was established by the Japan Anti-Doping Agency
in 2009. Since 2013, items on anti-doping activities have also been included in the national pharmacist examination.
Every pharmacist (not only SPs) has to prepare for questions regarding prohibited doping substances. We as-
sessed anti-doping activities among 847 pharmacists by collecting data on pharmacists’ meetings and workshops
held in Saitama, Japan, from May 17 to September 20, 2017. We distributed questionnaires before workshops and
meetings and collected them after the workshops and meetings. Of all the pharmacists who participated in the
study, 71.41% had heard of the SP Certification Program. School pharmacists, who are responsible to teach elemen-
tary and junior high school students about drug abuse and public health, showed interest in the SP Certification
Program; however, none of them had updated their certification. Twenty-one percent of the pharmacists had pre-
viously provided anti-doping consultations. Only 16.4% of pharmacists knew about Global Drug Reference Online
(Global DRO). Our questionnaire contained items from the 100th national pharmacist examination. The scores for
these items were higher among SPs than non-SP pharmacists. This survey indicates that pharmacists (excluding
SPs) are not interested in anti-doping activities.


